
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２５年７月５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ＡＴＭ用電話交換機 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 金融機関・店舗内ＡＴＭ（現金自動預け払い機）利用者用の電話交換機である。 

 金融機関の営業時間内は、ＡＴＭ利用者がＡＴＭ近傍に設置されている呼出電話

機（子機）の受話器を取ると、自動で金融機関の店舗内受付電話機（又は指定電話

機）に接続（親機）され、会話が可能となる。 

 金融機関の営業時間外は、呼出電話機（子機）の受話器を取ると、自動で電話回

線を介してオペレーションセンターに接続される。 

 なお、親機１台につき子機は最大７台接続可能で、子機間の通話はできない。 

 本電話機は、ダイヤル機能は有しているが、ダイヤル機構はない。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力未定 

 

○主な使用者、販売先 

使用者は一般消費者、販売先は金融機関等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、子機の受話器を取ることにより親機と会話できることから、「インタ

ーホン」に酷似しているが、電話用設備の「構内交換設備（ＰＢＸ）」に該当する

ものであることから、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


